
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
住
宅

�・�

平
成
33
年
３
月
31
日
ま
で
に
建
物

の
所
有
権
保
存
（
又
は
移
転
）
登

記
を
し
た
住
宅

�・�
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
て

い
る
住
宅

【
中
古
住
宅
】

・�

使
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
又
は
完

成
か
ら
１
年
を
超
え
る
住
宅

・�

昭
和
56
年
６
月
１
日
以
降
の
建
築
基

準
法
の
耐
震
基
準
を
満
た
す
住
宅

・�

居
住
部
分
の
延
べ
床
面
積
が
50
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
住
宅

・�「
３
親
等
以
内
の
親
族
」
以
外
か

ら
購
入
し
た
住
宅　

・�

購
入
価
格
（
土
地
代
含
む
）
及
び

修
繕
費
用
の
総
額
が
３
０
０
万
円

以
上
の
住
宅
（
税
込
み
）

・�

平
成
33
年
３
月
31
日
ま
で
に
建
物

の
所
有
権
保
存
（
又
は
移
転
）
登

記
を
し
た
住
宅

※
申
請
に
必
要
な
提
出
書
類
や
そ
の

他
の
要
件
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

Ｂ　

�

市
民
で
あ
っ
た
こ
と
の
な
い

者
の
世
帯
で
本
市
に
転
入
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

・�

申
請
日
に
お
い
て
、【
交
付
対
象
者
】

の
同
居
パ
タ
ー
ン
に
合
致
す
る
こ
と

※
【
交
付
対
象
者
】、
対
象
住
宅
、

申
請
に
必
要
な
提
出
書
類
や
そ
の
他

の
要
件
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

（関連施設）
広沢農園、貸農園、
下館オフロードコース、
マウンテンバイクオフロードコース、
クラシックバイクミュージアム

４月    ５日 （木）　　   ハーフコンペ　 セルフ    8,290 円

４月 12 日 （木）　　   茨城新聞社杯　 セルフ 10,210 円

４月 29 日 （日）　　   春粧四月杯　　 セルフ 15,380 円

５月   ５日 （土・祝）  こどもの日杯 　 セルフ 11,770 円

筑西市茂田ザ・ヒロサワ・シティ
Tel.０２９６（２０）１１１１

完全セルフデーのご案内（まわり放題）

（公社）パブリック
ゴルフ協会加盟コース下館ゴルフ倶楽部

４月／  ２日（月）・     ６日（金）・   ９日（月）
　　     16 日（月）・   20 日（金）
  　　   23 日（月）・   27 日（金）
※コンペ等のご予約により、通常営業となる場合がございます。
プレー料金 5,340 円（まわり放題・昼食なし）
★現金による前払い　★ロッカー使用可　★お食事持ち込み可
★割引券の使用はご遠慮下さい　★クラブハウス施設利用不可

【問い合わせ】広沢商事・大久保
☎０２９６（２１）１２３４

こいのぼりを
募集しています

［担当］
  野手・中島

ランチタイムは、プレーをしなくてもゴルフ場レストランを
ご利用いただけます。

　ザ・ヒロサワ・シティ内
の広沢農園では、毎年、児
童の交通安全を願って、『こ
いのぼり』を揚げています。
　今年も引き続き実施した
いと思いますので、ご家庭
で寄贈いただける『こいの
ぼり』がございましたらご
連絡お願いします。

　

子
世
帯
又
は
孫
世
帯
の
市
外
か
ら

の
転
入
に
伴
う
多
世
代
同
居
（
市
内

に
お
い
て
親
世
帯
及
び
子
世
帯
又
は

孫
世
帯
が
同
一
敷
地
内
又
は
隣
接
す

る
敷
地
内
に
居
住
す
る
こ
と
）
を
す

る
た
め
に
新
築
住
宅
・
中
古
住
宅
の

取
得
又
は
増
改
築
を
行
っ
た
場
合
、

当
該
家
屋
の
所
有
者
に
対
し
て
奨
励

金
と
し
て
20
万
円
を
交
付
し
ま
す
。

な
お
、「
若
者
・
子
育
て
世
代
住
宅
取

得
奨
励
金
」
の
交
付
要
件
に
合
え
ば
、

そ
ち
ら
と
の
併
用
も
可
能
で
す
。

■
対
象
者

・�

対
象
住
宅
の
２
分
の
１
以
上
の
所

有
権
を
確
認
で
き
る
こ
と

・�
多
世
代
同
居
の
世
帯
員
全
員
が
、

奨
励
金
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら

５
年
以
上
多
世
代
同
居
を
す
る
意

思
を
有
し
て
い
る
こ
と

・�

申
請
日
に
お
い
て
子
世
帯
又
は
孫

世
帯
が
次
の
Ａ
・
Ｂ
に
該
当
し
、

か
つ
、
本
市
へ
の
転
入
の
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
１
年
以
内
の
間

に
あ
る
こ
と

　

Ａ　

�

市
民
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら

１
年
以
上
経
過
し
た
後
に
再

び
本
市
に
転
入
し
て
い
る
者

の
世
帯
で
あ
る
こ
と

■
対
象
者

・�

奨
励
金
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
５

年
以
上
対
象
住
宅
に
定
住
す
る
意
思

が
あ
る
こ
と

・�

対
象
住
宅
の
２
分
の
１
以
上
の
所

有
権
を
確
認
で
き
る
こ
と

・�

所
有
権
登
記
受
付
年
月
日
か
ら
６

か
月
以
内
の
申
請
で
、
次
の
表
の

ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
こ
と

■
対
象
住
宅

【
新
築
住
宅
】

・�

新
築
住
宅
又
は
建
売
住
宅
・
分
譲

マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
（
建
築
後
未
使

用
の
も
の
）
で
、
完
成
後
１
年
以

内
の
住
宅

・�

居
住
部
分
の
延
べ
床
面
積
が
50
平

問
企
画
課
地
方
創
生
推
進
室

　
（
本
庁
４
階
）　

☎
24

−

２
１
９
７

問
企
画
課
地
方
創
生
推
進
室

　
（
本
庁
４
階
）　

☎
24

−

２
１
９
７

20
万円

多
世
代
同
居

住
宅
取
得
等
奨
励
金

若
者
・
子
育
て
世
代

住
宅
取
得
奨
励
金

50
万円

対
象
者
が

拡
充
さ
れ
ま
し
た

平成 30年４月１日
以降に所有権登記

以下のいずれかに該当
a　�申請者・配偶者（同居）
がともに40�歳以下で
ある。（申請日時点）

　��※子がいない場合
b　�18�歳以下（高校生相
当）の子（同居）がい
る。（申請日時点）

　�※申請者の年齢制限なし

平成 30年３月 31日
以前に所有権登記
以下のすべてに該当
Ａ　�申請者が40歳以下
である。（申請日時
点）

Ｂ　�18�歳以下（高校生
相当）の子（同居）
がいる。または、40
歳以下の配偶者がい
る。（申請日時点）

〜
定
住
促
進
住
宅
取
得
支
援
事
業
〜

市
で
は
、
人
口
減
少
を
抑
制
し
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、

若
者
・
子
育
て
世
代
が
定
住
す
る
た
め
の
住
宅
取
得
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
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